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「市川市空き家等の適正な管理に関する条例」 平成25年1月1日施行
　近年、管理不十分な空き家とその敷地（以
下、空き家等）が増加し、衛生環境の悪化、犯
罪の誘発や火災を引き起こす恐れがあるな
ど、問題となっています。
　市では、こうした事態を受け、市民の生命・
身体・財産の保護や良好な生活環境の保全
のため「市川市空き家等の適正な管理に関
する条例」を制定し、平成24年6月22日に公布
しました。
　本条例により、今後、適正な管理がなされて
いない空き家等の所有者または管理者に、市
では右記のフロー図の「行政代執行」に至る
までの必要な措置を講じていきます。
　本条例を平成25年1月1日から施行します。詳
細は市公式Ｗｅｂサイトでご覧いただくか、建築
指導課までお問い合わせください。

※１　空き家について、所有者の同意が無くても、命令した
　　  措置を執行できる
※２　空き家について、所有者等の同意を得て、命令した措
　　　置を代行できる
※３　②から④までの間、緊急性がある場合、所有者等の同
　　　意を得て、必要最低限度の安全措置を代行できる
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2.草木の著しい繁茂など
衛生上問題があるもの

3. 施錠不備等による
　防犯上問題のあるもの

1. 建物・塀の倒壊や部材の脱落など
　保安上危険であるもの
　（フロー図の⑥行政代執行にまで至る）

条例が適用される対象（下記のいずれかに該当） 市の対応

☎３３４-１４３４建築指導課

　赤ちゃんから高校生まで、幅広い年代の子どもが集える「こども館」。市内15カ所に
施設があり、トランプやオセロなどのゲームで遊んだり、卓球やバスケットボールなどの
スポーツを楽しんだりすることができます。さまざまな年代の子どもたちと触れ合うこ
とで、身体だけでなく心の成長にもつながります。育児相談や工作・料理などのイベント
も行っていますので、気軽に遊びに来てください。　

（子育て支援課）

チャレンジＣＯＯＫ
「もちピザ」

　お餅を使った簡単おやつを作ります。

１月９日（水）午後２時～３時

大洲こども館
小学生、先着１５人

事前に電話☎３７０-３５６１または直接同館

いろいろ工作
「万華鏡作り」

　光にあてるときれいな色の変化が楽しめる万華
鏡を作ります。

1月16日（水）～20日（日）午後3時～4時
南八幡こども館（勤労福祉センター内）
小学生以上
☎370-5201同館

いろいろ工作
「毛糸あそび」

　シュシュなど作ります。
1月12日（土）・16日（水）、いずれも午後2時～4

時
相之川こども館
☎356-7381同館

いろいろ工作
「毛糸のオーナメント」

　小枝に毛糸を巻いて、すてきなオーナメントを作
ります。

1月9日(水)・12日（土）・16日（水）、いずれも午
後3時～4時

信篤こども館
小学生以上　

事前に電話☎327-0141または直接同館

こども館で

多　彩　な　催　し

※上記の他にも各館でさまざまなイベントを行っています。詳しくは市公式Webサイトをご覧ください。

なのはな奉仕会による
「新春演芸」

　南京玉すだれ、皿回し他。
１月５日（土）午前１０時３０分～正午
中央こども館（メディアパーク市川内）
☎３２０-３３３７同館

陶芸
「マイカップを作ろう」

１月１９日（土）午前１０時３０分～正午
中央こども館（メディアパーク市川内）
市内在住・在学の小学生以上、先着１５人
３００円
エプロン、手ふきタオル

事前に電話☎３２０-３３３７または直接
同館※申し込みは本人分のみ可

チャレンジＣＯＯＫ
「うどんづくり」

　麺から煮込みうどんを作ります。
１月２６日（土）午前１０時３０分～正午
市川こども館（市川老人いこいの家併設）
小学生、１６人　　 １００円
エプロン、三角巾、マスク、手ふきタオル、お

わん、箸
事前に電話☎３２２-１４０４または直接同館
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1月から登録・更新手続きの受け付け開始スポーツ施設の
「平成25年度 使用者登録」
　スポーツ施設を予約する際に必要となる、施設予約システムの「平成
25年度　使用者登録」の更新手続きを、1月から各施設で行います。有
効期限を更新しないと、４月１日（月）以降に施設予約の申し込みができな
くなりますので、早めに手続きを行ってください。

☎373-3112スポーツ課

※★印の用紙は、市公式Webサイトからダウンロード可
※住所の確認できる身分証とは、免許証・保険証・住基カードのいずれか
※施設ごとに利用可能な種目が異なりますので、ご注意ください
※申請者本人が直接窓口へお持ちください
●団体登録について
・団体代表者及び連絡責任者の方の住所を確認します。
・中学生以下の団体については、20歳以上の指導者や保護者などの方が団体代表者及び連絡責任者として登録し

てください。
・学生の活動を使用目的とする団体は学生料金となりますので、メンバー全員の学生証（高校生以上）をご用意ください。
・1団体の複数に分けての登録はできません。

●インターネットによる施設予約
・スポーツ施設の予約は「施設予約システム」をご利用ください。
・市内のスポーツ施設の予約は市公式Webサイトまたは市公共施設の情報端末から操作する「施設予約システム」を

利用して、予約することができます。

使用者登録・更新 ▶国府台体育館

使用施設 登録・更新手続窓口 手続きに必要なもの

個
人
登
録

テニスコート
●国府台（硬式）
●国府台（ソフト）
●塩浜市民体育館
●福栄スポーツ広場
●菅野終末処理場
●行徳中央公園
●塩焼中央公園
●クリーンセンター

下記施設どちらでも登録・更新できます
●スポーツセンター ☎３７３-３１１１
●塩浜市民体育館  ☎３９８-２３１１
●福栄スポーツ広場 ☎３９８-０６０６
●菅野終末処理場   ☎３２５-０１４４
※平日午前9時～午後5時（正午～午後0時45分を除く）

●行徳支所総務課   ☎３５９-１１１４
※平日午前9時～午後5時

●クリーンセンター  ☎３２８-２３２６
※平日午前9時～午後5時

①登録番号・パスワード
②スポーツ施設使用者登録申請書★
③住所の確認できる身分証
④学生証（学生の場合）
※登録は中学生以上から。必ず本人が窓口
へお越しください。

団
体
登
録

野球
●国府台球場
●江戸川河川敷野球場
●福栄スポーツ広場 下記施設どちらでも登録・更新できます

●スポーツセンター　  ☎３７３-３１１１
●塩浜市民体育館 　  ☎３９８-２３１１
●中国分スポーツ広場 ☎３７２-５８５５
●福栄スポーツ広場　 ☎３９８-０６０６

①登録番号・パスワード
②スポーツ施設使用者登録申請書★
③団体名簿（必要事項を記入したもの）★
※団体構成メンバー全員の名簿をご用意くだ
さい

④住所の確認できる身分証
※代表者及び連絡責任者の方の住所確認を行
います

⑤社員（学生）証明書★またはメンバー
全員の社員（学生）証
※市内事業所及び市内学校単位でのチーム
の場合に必要

サッカー
●江戸川河川敷サッカー場

スポーツ広場
●中国分スポーツ広場
●青葉少年スポーツ広場
●原木公園運動広場

体育館
●国府台市民体育館
●塩浜市民体育館
●信篤市民体育館

下記施設どちらでも登録・更新できます
●スポーツセンター ☎３７３-３１１１
●塩浜市民体育館  ☎３９８-２３１１
●信篤市民体育館  ☎３２７-６３３６

日時 場所・会場 対象・人数 費用・料金 持ち物 申し込み・応募 問い合わせ講師 行徳支所講 市役所内容内
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